
住民票等交付請求書 

【窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。本人を証明できるものを窓口で提示してください。】 

播磨町長 様                            平成   年   月   日 

住所 播磨町 
フリガナ   

氏名  
 

① 

 

どなたの 

証明書が 

必要ですか  

生年月日 明・大・昭・平     年  月  日

世帯主 
 

 

住 民 票 個人 通 世帯全員 通

住民票除票・改製原住民票 個人 通  
住民票記載事項証明書 個人 通 世帯全員 通

② 

 

どの証明書 

が何通 

必要ですか 外国人登録記載事項証明書 個人 通 世帯全員 通

 

本籍をのせますか □ のせる  □ のせない ③住民票または住民票記載事

項証明書が必要な場合  

（V 印をつけてください。） 世帯主との続柄をのせますか □ のせる  □ のせない  

 

使用目的を書いてください。(本人及び同じ世帯の人は記入する必要はありません) 
 
 年金請求  免許 

④ 

 

何に使われ

ますか 
提出先  

 
□ ①と同じ 本 人 

氏 名 □  ①と同じ世帯
の人 生年月日  明・大・昭・平       年  月  日 

氏 名 ①との続柄 □ ①と別世帯・ 
同住所の人 
【確約書記入要】 生年月日  明・大・昭・平       年  月  日 

□ ①と別住所の親族 【確約書記入要】 
住 所 

氏 名 

生年月日 明・大・昭・平      年  月  日 

①との続柄 
 

□ その他の人 【委任状または疎明資料要】 
 住 所 

 氏 名 

⑤ 

 

 

 

 

窓口に 

来られた方 

はどなた 

ですか 

 

（当てはまる

欄に V 印を 

つけて記入 

してください） 

生年月日 明・大・昭・平      年  月  日 

①との関係 

 
① □免 □パ □住Ｂ □外 □その他（                          ） 

② □保 □年 □医 □介 □社 □学 □その他（            ） □聴 

職員使用欄 
本人確認資料 

疎明資料等 疎明資料 （                                     ） □委 □確



    
 

 代理人選任届 

播磨町長様                           平成  年  月  日 
委任者（実際に証明書が必要な人） 代理人（窓口に来られる人） 

住 所 
播磨町 
 

住 所 
 

氏 名 
                   ㊞ 

氏 名 
 

生年月日  
明・大・昭・平       年  月  日

 
 
 
 

生年月日  
明・大・昭・平      年  月  日

電話番号（     ）   －  電話番号（     ）   － 
私は上記の者を代理人として、このたび次の権限を委任しましたのでお届けします。 

       □住民票（個人・世帯全員）の交付請求及び受領 
       □外国人登録原票記載事項証明書交付請求及び受領 
       □その他の証明書（               ）の交付請求及び受領 
＊ 上記は必ず全て委任者が記入、押印してください。 
＊ 窓口に来られる方（代理人）の本人確認ができるものをご持参ください。 

 
 確 約 書 

播磨町長様                           平成  年  月  日 
使者（窓口に来られた人） 依頼者（実際に証明書が必要な人） 

住 所 
 
 

住 所 
 播磨町 

氏 名 
 

氏 名 

生年月日  
明・大・昭・平       年  月  日 

生年月日 
明・大・昭・平       年  月  日

電話番号（     ）   － 電話番号（     ）   － 
 
私              は、このたび              から依頼を受けて、 
使者として次の手続きを正当に行うことを確約します。 

□住民票（個人・世帯全員）の交付請求及び受領 
       □外国人登録原票記載事項証明書交付請求及び受領 
       □その他の証明書（            ）の交付請求及び受領 
＊ 上記の確約書を使用できるのは、「依頼者本人と別世帯・同住所の人」または「依頼者本人と別住

所の親族」で、依頼者の使者として窓口に来られた人に限定されています。 
＊ 確約書は全て使者（窓口に来られた人）が記入してください。 
＊  依頼者自筆の委任状がある場合、確約書は不要です。 
 
注意 ・偽り、その他不正の手段により交付を受けたときは、罰金に処せられます。 

・プライバシーの侵害等につながるような不当な要求には応じられません。 


